
～自分と家族のために～

はじめての終活
終活って何から始めればいいの？

そんな疑問にやさしくお答えします。
初めての方でも安心してご参加いただける内容です。
これからの安心のために、今から一歩を踏み出したい。

そんなあなたに出前講座を実施します。

エンディングノート
を配布します。

参加費
無 料

【お問い合わせ】
 松山市 長寿福祉課
TEL 089-948-6408、FAX 089-934-1832

MAIL taisaku@city.matsuyama.ehime.jp

出前講座（講師 終活サポートアドバイザー）

・終活の基礎知識
・エンディングノートの役割と活用方法
・医療・介護・財産・葬儀等に関する基本的な備え
・人生会議などによる本人の意向の整理 など

対象者
・松山市内で活動する終活に関心のある市民グループ(団体)

（10名以上～20名程度）

日時
・月～金曜日 9時～16時
※講座の時間は１時間程度になります。(質疑含む)

会場
・グループで活動している場所など会場確保をお願いします。
（確保が難しい場合はご相談ください。）

申込方法
・随時受付中
・チラシ裏面の申込書にご記入の上、
   ① FAX②メール③窓口持参
のいずれかの方法で、お申込みください。



様式１

（宛先）松山市長

主な活動内容

電話番号（必須）

メールアドレス（任意）

※申込日から１か月以上先の日時の記載をお願いいたします。
※期間は令和８年４月１日から令和９年３月３１日です。

※講座の時間は１時間程度を想定しています。（質疑含む）
※ご希望に添えない場合は、別途相談します。
※開催日時を決定後に長寿福祉課から担当者に電話連絡いたします。

 ※第3希望まで
　記入してください。 第３希望

※ご記入いただいた情報は、業務遂行以外の目的には使用いたしません。

人　

担 当 者 氏 名

　　　　　　　　－　　　　　　　　　　　－

令和　　　　年   　  　月　     　日

終活出前講座　申込書

グ ル ー プ 名

ふ り が な

　　 全ての□に☑が入っていない場合、講座の実施はできません。

　　□　申込者及び申込団体は暴力団等との関わりは一切ありません。　（松山市暴力団排除条例　平成２２年１２月２８日 条例第３２号）

開 催 場 所

　　　月　　　日（　　　曜日）　　　　午前・午後　　　時　　　分　～　午前・午後　　　時　　　分

　　□　記載事項に虚偽はありません。

施 設 名

所 在 地

　　□　当該講座に支障をきたす、又は違法な行為をいたしません。

　　□　本集会は、当該事業の趣旨に反していません。

　　□　公の秩序を乱す、又は善良な風俗を阻害することはありません。

　　□　講座中に録音、録画をいたしません。

　　□　政治活動、宗教活動、営利又は宣伝を目的としていません。

　　□　専ら市に対する苦情又は陳述等を目的としていません。

希 望 日 時

第１希望

自宅・勤務先・携帯

参加予定人数

　　　月　　　日（　　　曜日）　　　　午前・午後　　　時　　　分　～　午前・午後　　　時　　　分

　　　月　　　日（　　　曜日）　　　　午前・午後　　　時　　　分　～　午前・午後　　　時　　　分

第２希望

　※以下の項目に該当する場合は□にレ印を記入してください。

番地番
※当日、連絡が取れる電話番号
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